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定
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令
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三
月
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十
一
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山
梨
県
公
報
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次

　
　
　
　

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

	

一

　

正
す
る
規
則

○
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

○
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

　
　
　
　
　
　

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦　
　

　
　
　

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
、
少
人
数
教
育
推
進
監
」
を
削
る
。

　

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
施
設
管
理
監
」
の
下
に
「
、
少
人
数
教
育
推
進
監
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

　

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦　
　

　
　
　

	

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　

山
梨
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
山
梨
県

教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
小
学
校
の
項
中
「
四
十
人
（
第
一
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級
に
あ
っ
て

は
、
三
十
五
人
）
」
を
「
三
十
五
人
」
に
、
「
三
十
人
又
は
三
十
五
人
」
を
「
二
十
五
人
又
は
三
十

人
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1
	　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
公
立
小
学
校

及
び
中
学
校
の
学
級
編
制
の
基
準
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
の
表
小
学
校
の
項
中
「
三
十
五
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
五
人
（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の

学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

　
　
　

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
学

年
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
小
学
校
に
お
い
て
は
、
四
十
人
）
」
と
し
、

「
二
十
五
人
又
は
三
十
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
五
人
又
は
三
十
人
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
学
年
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
小
学
校

に
お
い
て
は
、
三
十
人
又
は
三
十
五
人
）
」
と
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

　

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦　
　

　
　
　

	

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

二

　

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
林
大
学
校
」
に
改
め

る
。

　

第
一
条
中
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
林
大
学
校
」
に
、

「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
（
以
下
「
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
林
大
学
校

（
以
下
「
農
林
大
学
校
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
表
養
成
科
の
項
中
「
三
十
名
」
を
「
四
十
名
」
に
、
「
六
十
名
」
を
「
八
十
名
」
に
、

「
果
樹
学
科
及
び
園
芸
学
科
」
を
「
果
樹
学
科
、
園
芸
学
科
及
び
森
林
学
科
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
農
業
大
学
校
」
を
「
農
林
大
学
校
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

2
	　

山
梨
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
一
条
中
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
林
大
学
校
」
に
改

め
る
。

（
山
梨
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
）

3
	　

山
梨
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
教
育

委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
三
条
中
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
林
大
学
校
」
に
改

め
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

県

立

図

書

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県

立

学

校

　

教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦　
　

　
　
　

教
育
次
長
等
専
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
次
長
等
専
決
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
号
中
「
、
少
人
数
教
育
推
進
監
」
を
削
る
。

　

第
六
条
の
表
中
学
術
文
化
財
課
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

　

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄　
　

　
　
　

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
中
「
初
任
給
調
整
手
当
」
の
下
に
「
、
寒
冷
地
手
当
」
を
加
え
る
。

　

	　

第
五
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

二　

寒
冷
地
手
当

　

	　

別
表
第
二
イ
の
表
5
級
の
項
1
中
「室

長
補
佐

」
の
下
に
「、

推
進
監
補
佐

」
を
加
え
、
同
表
6

級
の
項
1
中
「政

策
調
査
監

」
を
「感

染
症
対
策
推
進
監、
政
策
調
査
監、
秘
書
監、
広
聴
広
報
監

」

に
、「リ

ニ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
推
進
監

」
を
「リ

ニ
ア
未
来
創
造
推
進
監、
未
来
創
造
推
進
監、
厚
生
管

理
監

」
に
改
め
、
「、

防
災
対
策
専
門
監

」
及
び
「、

大
気
水
質
指
導
監

」
を
削
り
、
「山

岳
安
全

対
策
監、
文
化
財
企
画
調
整
監

」
を
「富

士
山
保
全
企
画
監、
富
士
登
山
対
策
監

」
に
改
め
、
「企

業
立
地
推
進
監

」
の
下
に
「、

地
場
産
業
振
興
監

」
を
、
「指

導
検
査
監

」
の
下
に
「、

新
技
術
推

進
監

」
を
加
え
、
「ま

ち
づ
く
り
推
進
企
画
監

」
を
「都

市
企
画
監

」
に
改
め
、
同
項
3
中
「室

長
補
佐

」
の
下
に
「、

推
進
監
補
佐

」
を
加
え
、
同
項
5
中
「、

企
画
推
進
幹

」
を
削
り
、
「児

童
虐

待
対
策
幹

」
を
「福

祉
指
導
幹、
児
童
福
祉
指
導
幹

」
に
改
め
、
同
表
7
級
の
項
1
中
「政

策
調
査

監

」
を
「感

染
症
対
策
推
進
監、
政
策
調
査
監、
秘
書
監、
広
聴
広
報
監

」
に
改
め
、
同
表
8
級
の

項
1
中
「、

林
務
長

」
を
削
り
、「出

納
局
長

」
の
下
に
「、

感
染
症
対
策
統
轄
官
補

」
を
加
え
、



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

三

同
表
9
級
の
項
1
中
「知

事
秘
書
監
又
は
知
事
政
策
補
佐
官

」
を
「知

事
政
策
補
佐
官
又
は
地
域
ブ

ラ
ン
ド
統
括
官

」
に
改
め
、
同
項
2
中
「林

務
長
又
は
出
納
局
長

」
を
「出

納
局
長
又
は
感
染
症
対

策
統
轄
官
補

」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
二
ロ
の
表
3
級
の
項
2
中
「セ

ン
タ

ー長、
副
セ
ン
タ

ー長
又
は

」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
林
務
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
出
納
局
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
納
局
長

　
　

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　

知
事
政
策
補
佐
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
事
秘
書
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
ブ
ラ
ン
ド
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
事
政
策
補
佐
官
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
感
染
症
対
策
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
理
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
策
調
査
監

　
　
　
　

に
、
「
理
事
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
政
策
調
査
監
」
を　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

感
染
症
対
策
統
轄
官
補
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秘
書
監

　

括
官
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
聴
広
報
監

　

進
監

　
　
　
　
　
　

「
防
災
対
策
専
門
監　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
厚
生
管
理
監

　
　
　
　

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
観
光
推
進
監
」
に
、
「
監
査
指
導
監
」
を

　
　
　
　
　
　
　

観
光
推
進
監　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

監
査
指
導
監

　　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
地
場
産
業
振
興
監

　
　

に
、
「
指
導
検
査
監
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
ま
ち
づ
く
り
推
進
企
画
監
」
を
「
都
市

　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

指
導
検
査
監　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
リ
ニ
ア
未
来
創
造
推
進
監　
　
　

「
運
航
管
理

　

企
画
監
」
に
、
「
リ
ニ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
推
進
監
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

未
来
創
造
推
進
監　
　
　

」　
　
　

大
気
水
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
富
士
山
保
全
企
画
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
山
岳
安
全
対
策
監

　

監　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
登
山
対
策
監

　
　
　
　
　

を
「
運
航
管
理
監
」
に
、　

文
化
財
企
画
調
整
監　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め

　

指
導
監
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
政
企
画
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
政
企
画
監　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
技
術
推
進
監　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
次
長

六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五

、
同
部
東
京
事
務
所
の
項
中

企
画
推
進
幹

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六

種
）

「			

次
長

六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五
種
）

に
改

を

種
）

	

」

	

め
、
同
部
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
副
所
長
」
に
、
「
五
種
」

　

を
「
六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五
種
）
」
に
、
「
副
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
福
祉

　

指
導
幹
」
に
改
め
、
同
部
中
央
児
童
相
談
所
の
項
及
び
都
留
児
童
相
談
所
の
項
中
「
児
童
虐
待
対
策

　

幹
」
を
「
児
童
福
祉
指
導
幹
」
に
改
め
、
同
部
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
の
項
中
「
四
種
」
を

　

「
五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四
種
）
」
に
改
め
、
同
部
森
林
総
合
研
究
所
の
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

「
副
所
長

五
種

中
「
四
種
」
を
「
五
種
」
に
、
「
三
種
」
を
「
三
種
又
は
四
種
」
に
、

特
別
研
究
員

六
種

　
　

		

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

			

「

を

特
別
研
究
員

六
種　

に
改
め
、
同
部
博
物
館
の
項
中

副
館
長

四
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	　

」

　

」

　
　

	

「		

副
館
長

四
種

を

学
芸
幹

八
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	 	

」　
　
　
　
　
　
　
　

　

に
改
め
る
。

あ
つ
て
は
七
種
）

　
　
　
　
　
　
　
　

	　

」

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

」



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

四

　
	　

第
四
条
中
「
初
任
給
調
整
手
当
」
の
下
に
「
、
寒
冷
地
手
当
」
を
加
え
、
「
へ、
　
、き

地
手
当
」
を

「
へ
き
地
手
当
」
に
改
め
る
。

　

	　

第
五
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
へ、
　
、き

地

手
当
」
を
「
へ
き
地
手
当
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
へ、
　
、き

地
手

当
」
を
「
へ
き
地
手
当
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　
　

二　

寒
冷
地
手
当

（
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第�

三
条　

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
中
「
地
域
手
当
」
の
下
に
「
、
寒
冷
地
手
当
」
を
加
え
る
。

　

	　

第
五
条
第
二
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、

同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

一　

寒
冷
地
手
当

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄　
　

　
　
　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
東
京
都
の
項
中
「
八
王
子
市
」
を
「
八
王
子
市　

府
中
市
」
に
改
め
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

埼
玉
県

さ
い
た
ま
市

三
級
地

　

別
表
神
奈
川
県
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

　

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄　
　

　
　
　

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
職
員
厚
生
課
」
を
「
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
、
職
員
厚
生
課
」
に
改

め
、
「
、
健
康
増
進
課
」
を
削
る
。

　

第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
所
長
」
の
下
に
「
及
び
子
育
て
支
援
局
の
参
事
」
を
加
え
、
同
項
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
セ
ン
タ
ー
長

表
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
副
所
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

副
セ
ン
タ
ー
長
」

　

第
三
十
三
条
の
見
出
し
中
「
及
び
支
給
制
限
」
を
削
る
。

　

附
則
第
三
条
第
四
項
中
「
保
健
所
の
所
長
」
を
「
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄　
　

　
　
　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
そ
の
他
」
を
「
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
者

　

第
三
条
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　
　

�

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

五

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄　
　

　
　
　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
林
務
長　

出
納
局
長　

知
事
秘
書
監
」
を
「
出
納
局
長　

感
染
症

対
策
統
轄
官
補
」
に
、
「
政
策
調
査
監
」
を
「
感
染
症
対
策
推
進
監　

政
策
調
査
監　

秘
書
監　

広
聴

広
報
監
」
に
、
「
総
括
課
長
補
佐
」
を
「
総
括
課
長
補
佐　

厚
生
管
理
監
」
に
、
「
知
事
政
策
補
佐

官
」
を
「
知
事
政
策
補
佐
官　

地
域
ブ
ラ
ン
ド
統
括
官
」
に
、
「
｜
財
産
管
理
課
｜
庁
舎
管
理
担
当

の
課
長
補
佐
」
を
「
｜
庁
舎
管
理
室
｜
庁
舎
管
理
担
当
の
室
長
補
佐
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の

項
中
「
少
人
数
教
育
推
進
監　

働
き
方
改
革
推
進
監
」
を
「
働
き
方
改
革
推
進
監
」
に
、
「
総
務
企
画

担
当
」
を
「
総
務
栄
典
担
当
、
教
育
高
度
化
推
進
担
当
」
に
、
「
｜
義
務
教
育
課
｜
人
事
管
理
監
」
を

「
｜
義
務
教
育
課
｜
少
人
数
教
育
推
進
監　

人
事
管
理
監
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
三
号　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

六


